
●直接的必要経費として、自己申告する経費科目と金額、内容を下表に記入ください。

●自己申告する経費科目については、必ず直接的必要経費部分の元帳と証憑書類（請求書、領収書、契約書写し等）

　を添付ください。（元帳と証憑書類の提出がない場合、直接的必要経費として申告いただけません。）

●添付する元帳と証憑書類には、下表に対応する番号（①～⑩）を記入し、申告する経費科目を明示してください。

●元帳と証憑書類が不明瞭な場合は、差し戻し等で審査に時間を要します。

●必要に応じて内容の問合せや追加書類を求める場合があります。

NO.

① 円

② 円

③ 円

④ 円

⑤ 円

⑥ 円

⑦ 円

⑧ 円

⑨ 円

⑩ 円

※ 個人情報の保護について：　この情報は健康保険の事業のみの利用とし、その他の目的には使用致しません。　R6.11

被扶養者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の認定に伴う、（自営業者等の）直接的必要経費を以下のとおり申告いたします。

常務理事 事務長 確認 受付

直接的必要経費申告書

村田製作所健康保険組合　理事長殿

健康保険記号－番号

　　　　　　－

　　被保険者氏名　　※自署の場合、捺印不要

㊞

注）自営業者について、被扶養者認定の審査に用いる実質的年収の算出の際、事業収入又は不動産収入等から差し引く直接的必要経費

　　 は、売上を上げるために直接必要とされる原材料費等で、必要最小限のものに限られます。

　　 （直接的必要経費として認められる可能性のある科目例…　原材料費、外注工賃、荷造運賃など）

なお、今後、被扶養者の状況に変更があった際は、速やかに健康保険組合に連絡します。

また、本申請内容に相違があった場合は、遡って被扶養者資格を取り消されても異存ありません。

経費科目 金　額

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

内　容 添付資料確認欄
（✔してください）

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

□ 元帳 　□ 証憑

可　　・　　否

認定可否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

可　　・　　否

※健保使用欄

□ 元帳 　□ 証憑


